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給食費の徴収について

新型コロナウイルスの影響による臨時休校が延長となり、学校が再開できず

残念に思っております。また、保護者の皆様には長期間、子どもたちの生活

リズムの確保、感染予防等、様々なご支援をいただいておりますことに感謝

申し上げます。

さて、新宮町では４月と５月にできなかった学習内容を補うために、夏季

休業期間の短縮と土曜出校で年間１９３日程度の授業日を確保することが検

討されています。夏季休業の期間や土曜出校の回数は文部科学省や福岡県教

育委員会から出される通知を基に決定次第、お知らせすることとなっていま

す。しかし、例年通りの活動を全て行うことは困難であり、感染防止の観点

から行事の削減を行い、できるだけ授業時間を確保する予定です。

それに伴い本年度の給食ですが、新宮町では小学校では学校再開後に約１

８０回の予定で計画をたてています。この回数は例年と同じほぼ同じ回数と

なります。この給食費の徴収方法ですが、全給食費を５月から２月までの１

０回に分けて銀行口座からの引き落としにて徴収させていただきますので、

よろしくお願いいたします。

今後、学校が再開したとしても感染状況により再度臨時休業となる可能性

もあります。その際は、２月の徴収金額にて調整させていただきます。

また、昨年度から在籍している２年生から６年生までの児童につきまして

は昨年度３月分給食費の繰越金があるので、５月の徴収金額は繰越金を差し

引いた額を徴収させていただきます。


